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   開     議 

 

 

○渋谷佐輔議長 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員は、ございませ

ん。 

 よって、ただいまの出席議員は定足数に達し

ております。 

 なお、松木 満地域づくり推進課長並びに多

田茂之建設課長が本日と明日の会議に欠席のた

め、赤間茂樹地域づくり推進課補佐並びに渡部

和裕建設課補佐がそれぞれ出席しておりますの

で、ご報告いたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

３号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 日程第１、市政一般に関する質

問を昨日に引き続き行います。 

 なお、浅野敏明議員並びに五十嵐智洋議員か

ら資料の配付について申し出があり、会議規則

第150条の規定により許可いたしましたので、

ご報告いたします。 

 これから個人質問を行います。 

 それでは、順次ご指名いたします。 

 

 

 浅野敏明議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 順位６番、議席番号２番、浅野

敏明議員。 

○２番 浅野敏明議員 おはようございます。 

 一般質問２日目の１番目、創生会の浅野敏明

でございます。 

 このたびの一般質問では、交通安全対策と協

働のまちづくりについて、大きく２点の質問を

行いますので、よろしくお願いいたします。 

 １番目の質問は、交通安全対策についてご質

問いたします。 

 交通安全対策については、交通安全対策基本

法で規定されており、第１条、目的では、国及

び地方公共団体を通じて必要な体制を確立し、

交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、

もって公共の福祉の増進に寄与することとして

います。また、第３条、国の責務では、国民の

生命、身体及び財産を保護する使命を有するこ

とに鑑み、交通の安全に関する総合的な施策を

策定し、実施する責務を有するとしており、第

４条、地方公共団体の責務では、地方公共団体

は、住民の生命、身体及び財産を保護するため、

その区域における交通の安全に関し、国の施策

に準じて施策を講ずるとともに、当該区域の実

情に応じた施策を策定し、実施する責務を有す

るとしています。また、第５条、道路等の設置

者等の責務では、道路等を設置し、または管理

する者は、法令の定めるところにより、交通安

全を確保するため必要な処置を講じなければな

らないとしています。 

 まず、市民課長に伺います。長井市で取り組

んでいる交通安全対策について伺います。 

○渋谷佐輔議長 鈴木広弥市民課長。 

○鈴木広弥市民課長 質問の中でご指摘のありま

したように、国の法律、交通安全対策基本法で

国や地方公共団体が交通安全に取り組むよう定

められていることから、長井市では今年度、第

10次の長井市交通安全計画を策定いたしました。

計画では、１つ、交通事故のない社会を目指す

こと、２つ、人優先の交通安全思想を基本とす

ること、３つ、人と車と交通環境を考慮して効


